
 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

  

 

令和５年度答申第６７号

令 和 ６ 年 ２ 月 ６ 日

諮問番号 令和５年度諮問第６６号（令和５年１２月２５日諮問）

審 査 庁 厚生労働大臣

事 件 名 障害者雇用調整金及び特例給付金の返還決定等に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当で

ある。

理 由

第１ 事案の概要

１ 本件各審査請求の骨子

本件は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」又は

「処分庁」という。）が、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）に対

し、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号。以下

「法」という。）５０条１項の規定に基づき支給した令和３年度の障害者雇用

調整金（以下「本件調整金」という。）の全部及び法５１条１項の規定に基づ

き支給した特例給付金（以下「本件給付金」という。）の一部の返還を求める

決定（以下「本件処分１」という。）をするとともに、法５６条の規定に基づ

く令和３年度の障害者雇用納付金（以下「本件納付金」という。）及び法５８

条の規定に基づく本件納付金に係る追徴金（以下「本件追徴金」という。）の

納付を求める処分（以下「本件処分２」といい、本件処分１と併せて「本件各

処分」という。）をしたところ、審査請求人が本件各処分を不服として審査請

求をした事案である。
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２ 関係する法令の定め

（１）一般事業主の雇用義務等

ア 法４３条１項は、事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」と

いう。）を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。以下同

じ。）は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する

労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数（法定雇用障害者数）以上で

あるようにしなければならない旨規定する。

イ 法４３条３項は、同条１項の対象障害者である労働者の数の算定に当た

っては、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもって、厚生労

働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす旨

規定する。

上記の厚生労働省令の定めとして、障害者の雇用の促進等に関する法

律施行規則（昭和５１年労働省令第３８号。以下「施行規則」という。）

６条は、法４３条３項の厚生労働省令で定める数は０．５人とする旨規

定する。

ウ 法４３条４項は、同条１項の対象障害者である労働者の数の算定に当た

っては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者（短時間労働

者を除く。）は、その一人をもって、政令で定める数の対象障害者であ

る労働者に相当するものとみなす旨規定する。

上記の政令の定めとして、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

（昭和３５年政令第２９２号。以下「施行令」という。）１０条は、法

４３条４項の政令で定める数は２人とする旨規定する。

エ 法４３条５項は、同条１項の対象障害者である労働者の数の算定に当た

っては、同条３項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障

害者である短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める

数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす旨規定する。

上記の厚生労働省令の定めとして、施行規則６条の２は、法４３条５

項の厚生労働省令で定める数は、１人とする旨規定する。

（２）子会社に雇用される労働者に関する特例

法４４条１項は、特定の株式会社と厚生労働省令で定める特殊の関係の

ある事業主で、当該事業主及び当該株式会社（以下「子会社」という。）の

申請に基づいて当該子会社について同項各号に掲げる基準に適合する旨の厚

生労働大臣の認定を受けたもの（以下「親事業主」という。）に係る法４３
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条１項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業

主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所と

みなす旨規定する。

施行規則８条の３は、上記の認定について、厚生労働大臣の定める様式

による申請書を管轄公共職業安定所の長に提出して行うものとする旨規定す

る。

（３）納付金関係業務

ア 法４９条１項は、厚生労働大臣は、法３７条２項で定める対象障害者の

雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、

同項各号に掲げる業務（以下「納付金関係業務」という。）を行う旨規

定し、同項１号は、事業主に対する障害者雇用調整金（以下「調整金」

という。）の支給、同項１号の２は、対象障害者である特定短時間労働

者（短時間労働者のうち、１週間の所定労働時間が厚生労働省令で定め

る時間の範囲内にある者をいう。）を雇用する事業主に対する特例給付

金の支給、同項１０号は、事業主からの障害者雇用納付金（以下「納付

金」という。）の徴収について規定する。

上記の厚生労働省令の定めとして、施行規則１６条の２第２項は、特

定短時間労働者について、１週間の所定労働時間が１０時間以上２０時

間未満の範囲内である者とする旨規定する。

イ 法４９条２項は、厚生労働大臣は、納付金関係業務の全部又は一部を機

構に行わせるものとする旨規定する。

（４）障害者雇用調整金の支給

ア 法５０条１項は、機構は、政令で定めるところにより、各年度（４月１

日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとに、法５４条２項

に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日におけるその

雇用する対象障害者である労働者の数（以下「雇用障害者数」という。）

の合計数を乗じて得た額が同条１項の規定により算定した額を超える事

業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数

を単位調整額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の調整金と

して支給する旨規定する。

上記の政令の定めとして、施行令１４条は、調整金は、各年度ごとに、

厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日から４５日以内に支

給の申請を行った事業主に支給するものとする旨規定する。
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上記の厚生労働省令の定めとして、施行規則１５条１項は、調整金の

支給を受けようとする事業主は、機構の定める様式による申請書（障害

者雇用調整金支給申請書）を機構に提出しなければならない旨規定し、

同条２項は、申請書には、機構の定める様式による報告書（その雇用す

る労働者の数が常時３００人以下である事業主にあっては、その雇用す

る対象障害者である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並

びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。）を添付

しなければならない旨規定し、同条３項は、申請書の提出は、法５６条

１項の申告書の提出と同時に行わなければならない旨規定する。

イ 法５０条２項は、同条１項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働

者の数に法５４条３項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新

たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者で

ある者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たりの同条２項に規

定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする旨

規定する。

上記の政令で定める金額について、施行令１５条（令和５年政令第４

４号（令和５年４月１日施行）による改正前のもの）は、単位調整額は、

２万７０００円とする旨規定する。

ウ 法５０条５項は、親事業主に係る同条１項の規定の適用については、機

構は、当該親事業主及び当該子会社に対して調整金を支給することがで

きる旨規定する。

（５）特例給付金の支給

法５１条１項は、機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その

他の支給の基準に従って法４９条１項１号の２の特例給付金を支給する旨規

定する。

施行規則１６条の２第１項は、特例給付金は、対象障害者である特定短

時間労働者を雇用する事業主に支給するものとする旨規定し、同条３項は、

特例給付金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところ

による旨規定する。

上記の厚生労働大臣の定めについて、「障害者の雇用の促進等に関する法

律施行規則第１６条の２第３項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給

付金の額等を定める件」（令和２年厚生労働省告示第２号）は、特例給付金

の額は、各年度ごとに、事業主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額
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に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する特定短時間

労働者の数（当該年度に属する各月ごとにその初日における法４３条１項に

規定するその雇用する対象障害者である労働者の数を上限とする。）の合計

数を乗じて得た額とし、同条１号において、その常時雇用する労働者の数が

常時１００人を超える事業主について７０００円とする旨規定する。

（６）納付金の徴収、納付義務、納付額等

ア 法５３条１項は、機構は、調整金、特例給付金等の支給に要する費用

等に充てるため、事業主から、毎年度、納付金を徴収する旨規定し、同

条２項は、事業主は、納付金を納付する義務を負う旨規定する。

イ 法５４条１項は、事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調

整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用す

る労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数の合計数を乗じて得た額とす

る旨規定し、同条２項は、調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者

の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である

者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者一人につき通常

必要とされる一月当たりの特別費用の額の平均額を基準として、政令で

定める金額とする旨規定し、同条３項は、基準雇用率は、労働者の総数

に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するも

のとし、少なくとも５年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定め

る旨規定する。

施行令１７条は、上記の調整基礎額は、５万円とする旨規定する。

施行令１８条は、法附則５条１項の規定により読み替えて適用される

法５４条３項に規定する基準雇用率は、１００分の２．３とする旨規定

する（なお、基準雇用率（施行令１８条）は、障害者雇用率（施行令９

条）と同率に定められており、令和２年政令第３１１号による経過措置

として、令和３年２月以前の各月の初日における事業主の雇用する労働

者の数に乗じる基準雇用率については、なお従前の例（１００分の２．

２）による旨規定されている。）。

ウ 法５６条１項は、事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額

その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日か

ら４５日以内に機構に提出しなければならない旨規定し、同条４項は、

機構は、事業主が申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の

額を決定し、事業主に納入の告知をする旨規定し、同条５項は、納入の
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告知を受けた事業主は、納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申

告書を提出しているときは機構が決定した額の納付金の全額を、その通

知を受けた日から１５日以内に機構に納付しなければならない旨規定す

る。

（７）追徴金

法５８条１項は、機構は、事業主が法５６条５項の規定により納付金を

納付しなければならない場合には、その納付すべき額に１００分の１０を乗

じて得た額の追徴金を徴収する旨規定し、法５８条３項は、機構は、追徴金

を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、

期限を指定して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない旨規

定する。

（８）納付金関係業務調査

法５２条２項は、機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めると

きは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる旨規

定する。

３ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。

（１）審査請求人は、令和３年５月１４日、処分庁に対し、令和３年度の本件

調整金（１９７万１０００円）及び本件給付金（４９万円）の支給申請書を

提出して支給申請（以下「本件支給申請」という。）をした。

なお、審査請求人は、支給申請書と同時に提出され、その記載内容の根

拠となる障害者雇用状況等報告書において、各月の労働者数を把握するため

の算定基礎日（各月ごとの算定基礎日に把握した労働者（雇用されていた障

害者を含む。）数が、その月の労働者数となる。）を、「１５日」と記載し

ていた。

（令和３年度障害者雇用調整金及び特例給付金支給申請書、申告申請履歴詳

細情報、障害者雇用状況等報告書（Ⅰ）及び同（Ⅱ））

（２）処分庁は、令和３年１１月８日、本件支給申請に対し、全額（２４６万

１０００円）の支給決定をした。

（調整金・特例給付金支給決定総括表）

（３）処分庁は、令和４年９月２６日、審査請求人に対し、本件支給申請に係

る納付金業務関係調査を実施したところ、特例子会社であるＡ社（以下「本

件特例子会社」という。）の常用雇用の障害者１２名の雇用日が本件支給申
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請では令和２年３月２２日とされていたが、令和３年３月２２日の誤りであ

ることが判明した。

（令和４年度（令和３年度申告申請分）調整金・特例給付金算定調査書、障

害者雇用に係る子会社特例の認定通知書）

（４）処分庁は、令和５年２月３日付けで、審査請求人に対し、「令和３年度

申請分に係る算定調査書に記載のとおり、常用雇用労働者数及び雇用障害者

数が誤って計上されていたことが判明したため」との理由を付して、本件調

整金の全額（１９７万１０００円）及び過大に支給した本件給付金（１６万

８０００円）の返還を求める決定（本件処分１）をした。

また、処分庁は、同日付けで、審査請求人に対し、本件納付金（５８５

万円）の納入告知及び本件追徴金（５８万５０００円）を納付するよう通知

（本件処分２）をした。

（障害者雇用調整金・特例給付金返還決定通知書、納入告知書及び追徴金通

知書）

（５）審査請求人は、令和５年３月２０日、審査庁に対し、本件各処分を不服

として、本件審査請求をした。

（審査請求書）

（６）審査庁は、令和５年１２月２５日、当審査会に対し、本件審査請求を棄

却すべきであるとして、本件諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

４ 審査請求人の主張の要旨

本件各処分は、取り消すべきである。

審査請求人には、以下のとおり、本件追徴金を支払わなければならない落ち

度はなく、支払の合理的理由もないので、支払う義務はない。本件追徴金を支

払えというのは、あまりに横暴であり、納得できない。

（１）審査請求人は、令和３年５月１１日、処分庁に対し、本件支給申請が可

能か否かを確認するため、障害者雇用納付金制度に係る適用時期について電

話で質問した。確認した際には、処分庁の担当者と双方で「令和３年度 障

害者雇用納付金制度 障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金・在宅就

業障害者特例調整金支給申請書 記入説明書」（以下「記入説明書」とい

う。）４８ページの説明「特例認定を受けた場合は、認定の申請が行われた

日の属する年度の初めから適用されます。ただし、当該認定の申請が、障害

者雇用納付金の申告期限内に行われた場合は、前年度の初めから適用されま
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す。」を参照しつつ、特例子会社の認定申請日が令和３年４月７日であり、

審査請求人の事業年度開始日は３月１６日、事業年度末日は３月１５日であ

ることを申告した。処分庁の担当者からは、審査請求人の場合には、前年度

の初めからの適用になり、令和３年度の申請で構わない旨の回答があり、審

査請求人は、その回答に基づき、令和３年５月１４日、本件支給申請をした。

しかし、本件支給申請は、本来できないにもかかわらず、処分庁の教示が誤

っていたためにしたものであり、処分庁にも非がある。申請者が、処分庁の

誤った説明の立証ができない結果として、一方的に責任を被るのは公平を欠

いている。

処分庁は、本件特例子会社で就労する障害者の在籍条件についても、誤

りのないよう教示すべきである。

（２）審査請求人が処分庁に対し本件各処分の判定基準について確認すると、

雇用契約書の日付との回答があったが、記入説明書に記載されている納付金

制度の適用時期等の説明において、雇用契約書という記載はない。

（３）審査請求人は、処分庁による本件調整金及び本件給付金の支給の審査の

過程において、処分庁からは申請の誤りについて何らの報告を受けていない。

（審査請求書、反論書）

第２ 審査庁の諮問に係る判断

１ 審査請求人からの問合せに対する処分庁の教示の内容について

処分庁が審査請求人にした教示の内容については、当時の対応を行った処分

庁担当者に確認をしたが事実関係を確認することはできず、対応記録も作成さ

れていないことから不明であるが、記入説明書４８ページの「※ 障害者雇用

納付金制度に係る適用時期等」の説明は、特例子会社の認定を受けた場合の適

用時期の説明にすぎず、審査請求人が主張する納付金制度の申請対象となる常

用雇用労働者の雇入年月日を誤っていたこととの関連性は認められない。つい

ては、処分庁が特例子会社の認定を受けた場合の適用時期についての教示を行

った内容については、不適切ではなかったと判断される。

また、記入説明書１３ページの「（３）常用雇用労働者の総数の把握」にお

いて、「令和２年４月から令和３年３月までにおける各月の「算定基礎日」に

在籍する常用雇用労働者（障害者を含む。）の総数を、各月ごとに把握しま

す。」と記載されていることから、当該期間に在職している常用雇用労働者が

適用の対象となることは明らかである。

２ 本件追徴金の徴収について
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支給申請の審査については、施行規則１５条２項に基づき、雇用する労働者

の数が常時３００人超の事業主は申請の根拠となる添付書類の提出を不要とし

ており、申請内容の事実確認のための納付金関係業務調査において、事業主か

らの資料の提示等を求めていることから、審査の段階での申請内容の精査はで

きず、同調査において確認をしている。

また、上記１のとおり、処分庁による審査請求人に対する教示の誤りは認め

られず、本件追徴金の請求については、法５８条に基づき、申請内容について

誤りがあった場合に納入の通知を行っているものであり、処分庁の請求につい

て不合理な点はない。

３ まとめ

以上によれば、本件各処分には違法又は不当な点は認められない。

よって、本件審査請求には理由がないため、棄却すべきものと考える。

第３ 当審査会の判断

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について

本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続に特段違法又は不当と認

めるべき点はうかがわれない。

２ 本件各処分の適法性及び妥当性について

（１）審査請求人は、令和３年５月１４日、令和３年度の本件調整金及び本件

給付金の支給申請書を提出して本件支給申請し、同年１１月８日に支給決定

を受けた。

その後、処分庁が行った納付金業務関係調査において、審査請求人が提

出した上記支給申請書に記載された令和２年４月から令和３年３月までの各

月の算定基礎日（毎月１５日）における障害者の数について、雇用日が令和

３年３月２２日である障害者１２人が算入されている誤りが判明したため、

本件調整金の全部及び本件給付金の一部の返還を決定する処分（本件処分１）

と、令和３年度分の納付金の額を決定し、納入告知を行うとともに、追徴金

の納付を求める処分（本件処分２）を行ったものであり、本件各処分は法令

に基づいて行われている。

本件各処分の金額については、障害者１２人（短時間労働者以外の常用

雇用労働者８人（重度知的障害者７人を含む）、短時間労働者２人及び特定

短時間労働者２人）を除外すると、各月ごとの合計の常用雇用労働者数は２

万００５９．５人（▲１０８人）、法定雇用障害者数は４３６人（▲２人）、

雇用障害者数は３１９．０人（▲１９２．０人）、特定短時間労働者数は４
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６．０人（▲２４．０人）となり、修正後の調整金は０円（雇用障害者数が

法定雇用障害者数を下回る）、特例給付金は３２万２０００円（４６．０ 

×７０００円）、納付金は５８５万円（（４３６－３１９） ×５万円）、

納付金に係る追徴金は５８万５０００円（５８５万円 ×０．１）と算定さ

れるので、本件各処分の金額に誤りは認められない。

（２）審査請求人は、令和３年５月１４日に提出した上記支給申請書の記載は、

処分庁の誤った教示によるものである旨主張している。

審査請求人の主張によると、審査請求人が処分庁に問い合わせたのは、記

入説明書の特例子会社等に関する説明に「特例認定を受けた場合は、認定の

申請が行われた日の属する年度の初めから適用されます。ただし、当該認定

の申請が、障害者雇用納付金の申告期限内に行われた場合は、前年度の初め

から適用されます。」と記載されていることについて、審査請求人が本件特

例子会社につき特例子会社の認定申請をした日、審査請求人の事業開始日と

事業年度末日を示して、審査請求人の場合の適用時期を質問したというもの

であり、処分庁の回答は「前年度の初めからの適用になる。」というもので

あったとされる。

そうすると、審査請求人が本件特例子会社につき特例子会社の認定申請を

したのは令和３年４月７日であり、これは本件納付金の申告期限内（同月１

日から同年５月１７日まで）であるので、前年度から適用されることになり、

何ら誤った教示ではない。

すなわち、審査請求人については、本件特例子会社が雇用した障害者が令

和２年４月から令和３年３月までの各月の算定基礎日（毎月１５日）に在籍

していれば特例子会社の規定により障害者数に算入できるが、上記１２名に

ついては雇用日が令和３年３月２２日であったというのであり、各月の算定

基礎日に在籍していなかったのであるから、上記支給申請書の記載が誤りで

あったということになる。

したがって、処分庁の誤った教示により上記支給申請書を記載したという

主張は採用できない。

４ まとめ

以上によれば、本件各処分が違法又は不当であるとはいえず、本件審査請求

は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。
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行政不服審査会 第２部会

委 員 戸 谷 博 子

委 員 木 村 宏 政
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